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会 議 録 
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午後２時開会 午後３時30分閉会 

開 催 場 所 中田生涯学習センター ２階 学習室 
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山崎博樹会長 

出席者(委員)の
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富士原抄子副会長、佐藤智恵委員、瀬戸栄典委員、石川幸委員、渡邊勝

宏委員 

欠席者(委員)の

氏名 
高橋朋美委員、勝倉葉子委員、片岡菜菜江委員、 

事務局職員職氏

名 

教育部部長 新田公和、教育部次長 阿部信広、生涯学習課 主査 伊

東智、生涯学習センター所長 高橋紀元 迫・登米図書館長 冨士原幸

治、副館長 伊藤知幸、迫図書館技術主幹 野家文恵、登米図書館技術

主幹 本間文 

議 題 

令和７年度登米市立図書館（室）事業実績報告について 

令和８年度登米市立図書館（室）事業計画（案）について 

利用者拡大の取組みについて 

会 議 結 果 

令和７年度登米市立図書館（室）事業実績報告について及び令和８

年度登米市立図書館（室）事業計画（案）について並びに利用者拡大

の取組みについて説明を行い、図書館運営、図書館事業など今後の予

定に対して意見をいただいた。 

会 議 経 過 別添のとおり 

会 議 資 料 

第３回 登米市立図書館協議会 

(１) 令和７年度登米市立図書館（室）事業実施状況について 

(２) 令和８年度登米市立図書館（室）事業計画(案)について 

(３) 利用者拡大の取組みについて 
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 欠席の委員が３名、出席が過半数であり、登米市図書館協議会規則第 

２条第３項の規定に基づき会長が議長となる。 

 

―協 議― 

 

(１) 令和７年度登米市立図書館（室）事業実施状況について事務局

より説明を願います。 

 

【資料に基づいて事業実施状況を説明】 

 

ただいまの説明に関して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

入館者、利用者が増えているとのことだが、近隣の市町村例えば大崎

市、栗原市等と比較した数字があれば教えてほしいです。 

 

手元にある資料（宮城県内公共図書館・公民館図書室等現状調査）が

５年度決算で中田図書室を含まない数字になりますが、登米市の一人当

たりの蔵書冊数が1.37冊、県内平均が2.63冊、全国平均が3.35冊で、県

内14の市の中で14位となっております。個人貸出冊数も14市中14位と

なっており、登米市が0.90冊、県内平均が3.73冊、全国平均が5.01冊と

なっておりいずれも県内最下位となっております。 

 

競争ではないが、協力して上げることも必要と感じました。 

 

月別の利用者数、貸出者数など出してもらっているが、何をしたいか

わかりにくく、意見が出しにくい。別の会議では、年代別の数字がシス

テムより示されており、例えば子ども利用が増えている、50代が減って

いるなど年代別の数字があれば意見も出し易くわかりやいのではない

でしょうか。 

 

ご意見のとおり、数字が月別の入館者数などだけでは分かりにくく、

確か図書館機能検討委員会では年代別利用者数を示していた経過もあ

りますので、７年度の結果がまとまった８年度の１回目の会議ではお示

したいと思います。 

 

年代別、年代月別など分析方法はいろいろあると思うが、年度途中で

今回数字を示していないと思いますので、次回は詳細な数字を出しても

らいたいと思います。 

 

図書館にいろんな情報を集めるっていうのは、時間もかかるし、なか

なか活字文化そのものが今、大体失われて、厳しい状況である中で、やっ

ぱりそこで、そういった情報、いろんなものに物事に対する、意見だっ

たり感想だったりそういうものを客観的に進めるためには本当にそう
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いう活字、そういった文字に当たるのはすごく大事なことと感じまし

て、そういう意味では、ただ読書その人の人間性豊かな読書とか地域を

求めるために、読書だけでなく、やっぱり本当に健全な交流とかですね、

そういう国民を育成するためにもすごく大事じゃないかなあと感じさ

れました。そのためには、いろいろな意見を見られたり感じられる図書

館にするためには多くの人に来ていただきトータル的な中から判断し

てほしい。図書館に来ていただき、具体的にはそのために何をするかと

即効的なものはないかもしれないですが、視野も視点も持ちながら、図

書館経営だったり、運営についてやっていかなければと感じました。 

 

年代別の話になるが、宮城県図書館でも子ども世代は利用率が高いが

そこから大学まで下がって、男性、女性では男性が低いのですが、そこ

できっかけとしては、子育ての時に赤ちゃん（子ども）を連れて来てま

た図書館を男性が利用し始めることが話題になる。 

もう一方で読書機能のところばかり着目すると、小学校で図書館利用が

止まってしまってそのあとの探究的な調査であるとか、或いは発表の仕

方とか、或いは裏付け、検証というようなことで図書館を使うという学

習場面が、学校現場で、重視されている中で図書館果たす役割を大きく、

小説を借りに来るだけじゃなくて資料を借りにくいという考え方に変

えることも中学校、高校で大きなポイントになる。 

 後もう一つ。ＳＮＳとの関連の中で、やっぱり図書館っていうのは社

会問題だとか地域課題の解決の場だという発想が大切だなと思ってい

ます。４ページは迫図書館の事業の中で、例えば野菜づくりのコツと暑

さ対策というような、この農村漁村文化協会から講師を招いて毎年実施

されているようなんですけども、そういう皆さんの関心のあることに図

書資料を活用しながら学んでいく機会っていうのは、図書館の一つ大き

な役割かなと思われます。 

 

農村漁村文化協会は無料で行っているのですか。 

 

無料です。 

 

雑誌スポンサーが11社16誌(迫図書館)はかなり大きな数字になりま

すが。どういった業種か教えてください。 

 

３ページに記載のように７年度につきましては13社、27誌、20タイト

ルが、市全体になります。広報、ホームページ、あとは図書館だよりで

周知をしながらピンポイントで会社さんの訪問をさせていただいてお

りまして、直接ご協力のお願いをさせていただいたところが、新規で増

え続けて来ているというような状況です。業種とすれば、例えば運送屋

さん、交通会社さん、あとは土建屋さんもいれば、薬局さん、あとは法

人会さんなんかにも、スポンサーになっていただいておりますので、広

報等で周知はしているものの、やはり、会社訪問するのが一番ご協力を

いただけるのと思っております。 

 

広告を出していただくだけではメリット少ないので、参考までにスポ

ンサーによる融資交流会や、会社の製品、パネル展示なども有効と思わ

れます。 
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他に質問がなければ、（２）令和８年度登米市立図書館（室）事業計

画（案）について事務局より説明願います。 

 

【資料に基づいて事業計画（案）を説明】 

 

ただいまの説明に関して、ご質問、ご意見はありませんか。 

 

登米図書館の公民館関連事業は公民館から依頼されて行っているの

でしょうか。 

 

登米図書館は公民館の建物の中で運営させていただいておりまして

今年度から、連携して地域の皆さんと一緒にイベントをやっていけるよ

うな、そして利用の拡大に繋がるような、何かイベントをと考えており

まして、当館の方から公民館の方に依頼をいたしまして、会場をお借り

して、ワークショップを開催せていただきました。来年度も開催を予定

しております。 

 

ポップ創作コンクールどの様な経緯で開催したのですか。 

 

平成30年に１回目として開催されまして、上杉文庫基金で購入した図

書を対象により関心を持っていただくこと目的に今年で８回目となり

ます。 

 

７ページ、ア図書館資料の充実に行政資料の計画整備とあるがどの様

にされていますか。行政資料は一般的には送られて来ますが、貰いに

行ったりお願いしたりしているのですか。 

 

現在は寄贈された物を収集しており、郷土資料など積極的に収集した

いと考えておりいろいろお声掛けしている状況となっています。 

 

行政で図書館が求めている資料は冊子になったものじゃないか思っ

ており、冊子は送ってくれますが、冊子まで行かないようなリーフレッ

トとかパンフレットみたいなものは送ってくれません。図書館と行政の

意識の差がありますのである程度これは呼びかけがしたほうがいいと

思います。 

 もう一つ。最近の問題はＰＤＦでの行政資料はとっても多く、ＨＰで

紹介しているのが多いので、データや紙で保存して置くのも良いと思い

ます。市役所全体にお願いしなければいけないのですが、協力をしっか

り行ってもらい自動的にでも送られてくる仕組みを作るべきで、しっか

り送ってやろうという意識にならなければなかなか集まらないと思い

ます。 

 

他にご質問がなければ、(３) 利用者拡大の取組みについて事務局よ

り説明願います。 

 

【資料に基づいて利用者拡大の取組みを説明】 

 

ただいまの説明に関して、ご質問、ご意見はありませんか。 
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読み聞かせ研修を昨日行った講師を迎えた研修会の他に、読み聞かせ

の参加者同士の交流を目的とするような研修会に１回は無理だという

ことでしたら隔年でも結構ですけどお願いしたいと思います。 

 

研修の持ち方として、講師の先生からのご指導メインの研修の内容で

あったり、若しくは、ご意見いただきました交流会的な、発表会的な、

そういった研修の中身も工夫次第であるのかなと考えますので、今後の

実施に向けて研修の持ち方、内容のあり方というのを考えさせていただ

ければと思います。 

 また、だっこ・ラッコさんのように図書館ボランティアというような

団体の立場として、子育て支援センターの方のそちらのボランティアの

方にも登録されてということなのですけれども、その子育て支援セン

ターとの連携も深めていくということ。あと、なかなかすぐ取り組める

かどうかなんですが、図書館としてはやっぱり将来的には図書館ボラン

ティアということで、読み聞かせのみならず、もう少しいろんな分野で

のボランティアさんを、登録制のような形で登録していただいて、いろ

いろな分野でご活躍していただく。その中でいろいろな研修だったり、

交流をしていくそうした図書館ボランティアというのをできれば将来

的には作っていきたい、進めていきたいというような思いは今ございま

すので、今後に期待していただければと思います。 

 

課が違うからいろいろあっちでやる、こっちでやるなど必ず日程が

バッティングしているので、そこだけはぜひ調整してほしいと思いま

す。 

 

県の子ども読書の担い手講習会が毎年行われているが、以前に参加し

た時に登米市からの参加者がいなかった。関係団体に講習等の情報発信

について行っているのか、また、ボランティアとして活動したくても関

係課で関わる団体のみの情報発信で動くことができないため市の中で

フラットに情報を共有できるようにしてほしいと思います。 

 

秋田県は全市に読書センターを設置しており、何処に何の団体などあ

るかわからないのでそこに情報を提供して周知してもらっています。 

 

登米市にもいろいろな団体があっても情報が行き渡っていないもっ

たいないと思います。 

 

統括的なことをやらないとこの様な問題は起きます。学校支援、幼児

支援などには様々な団体があり、いろいろな人が関わっていますのでま

とめることが必要です。宮城県図書館では、どの様にしていますか。 

 

県全体の動きとしては、生涯学習課が企画立案し、事業実施は県の図

書館が行い、呼びかけは市町村の図書館にしていただくとなっていま

す。 

 

読書が重要視されていますので、図書館の中や並列で読書センターを

設置することもあることを今後の参考にしてほしいと思います。 
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ブックスタート事業から図書館への動線を作ることが出来ないかと

思いました。未就学児に出来る読書は、ブックスタート、お話し会、読

み聞かせしかないのか。図書館で本を手に取って家で読む、家族に当た

り前に本が家にあり本を読む、学校では朝読がありますがその前に出来

ること、アプローチすることはないかと思います。 

 

ブックスタート事業から図書館利用に繋がっていないとのことです

が、過去のブックスタートのアンケート結果で図書館を利用しない理由

として一つはお子さんが本を汚したり、壊したりするのが心配、もう一

つは、小さい子どもを連れて行ける図書館じゃないとの意見があり、後

者はどうする事も出来ないので、前者に対して来年度に登米図書館で

は、本を汚しても壊してもいい事業を予定しており、未就学児の図書館

利用であったり、読書推進に繋がればと考えています。 

 

家庭内で読書しないと習慣は身につかないので、家読などいろいろな

やり方があるので図書館がサポートするのが良いのではないかと思い

ます。図書館に来て、寛いでくださいと言えるような環境でないわけだ

から、そうすると場所の問題については、別の方法で解決するしかない

と思われます。 

 

資料費について増えていますが、詳しく教えてください。 

 

図書購入費の予算ですが、令和３年度までは迫、登米、中田の３館を

合わせて300万円程度でございました。令和４年度から６年度までは、

県内市町村人口１人あたり資料費の平均価格の２分の１を予算計上し

ておりました。令和７年度からは、その県平均単価を丸々使った予算要

求ということで、例えば令和６年度が３館合わせて790万円、令和７年

度は1,113万円ほどとなっています。平均単価に年度末の人口数を掛け

ますので、令和８年度の予算は、令和７年度と同じ県平均単価使って人

口が減っていますので1,092万円となり、かつての300万円程度からは、

かなりの予算計上になっております。 

 

迫図書館は土足可能になったのですか。 

 

今年の３月から２階も含め土足可能としました。 

 

他にご質問、ご意見がなければ、議事を終了させていただきます。 

 

閉会のあいさつ 

 

 

（閉会） 

 

 

 

 

 

 

 


